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渡
上
石
田
三

六
の
一

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

三
和
字
上
恋

塚
一
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

茜
町
二
丁
目

一
の
二

〃

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
白
神

荘

中
津
軽
郡
西

目
屋
村
大
字

田
代
字
稲
元

一
四
三
の
二

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

三
和
字
上
恋

塚
一
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

茜
町
二
丁
目

一
の
二

〃

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
い
た

や
荘

北
津
軽
郡
板

柳
町
大
字
辻

字
岸
田
六
六

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

三
和
字
上
恋

塚
一
九

弘
前
市
大
字

三
和
字
上
恋

塚
一
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

茜
町
二
丁
目

一
の
二

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
三
和
園

弘
前
市
大
字

茜
町
二
丁
目

一
の
二

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

三
和
字
上
恋

塚
一
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

茜
町
二
丁
目

一
の
二

〃

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
白
神
荘

中
津
軽
郡
西

目
屋
村
大
字

田
代
字
稲
元

一
四
三
の
二

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字

三
和
字
上
恋

塚
一
九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字

茜
町
二
丁
目

一
の
二

〃

短
期
入
所

生
活
介
護

施
設
常
源

弘
前
市
大
字

南
袋
町
五
の

一
六

〃

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
す
わ

ん
の
里

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
す
わ
ん

五
所
川
原
市
脇

元
磯
辺
三
六
五

の
一

居
宅
介
護
支
援

事
業
所
す
わ
ん

の
里

五
所
川
原
市
脇

元
磯
辺
三
六
五

の
一

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

東
京
都
渋
谷
区

本
町
一
丁
目
八

の
七

変
更
後

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
株
式
会

社

東
京
都
渋
谷
区

本
町
一
丁
目
四

の
一
四

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
八
戸

八
戸
市
大
字
売

市
字
小
侍
一
二

五
の
一

��･

�･

��

変
更
前

弘
前
市
大
字
三

和
字
上
恋
塚
一

九

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
三

和
会

弘
前
市
大
字
茜

町
二
丁
目
一
の

二

在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
三
和

園

弘
前
市
大
字
三

和
字
上
恋
塚
一

九

��･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字
三

和
字
上
恋
塚
一

九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字
茜

町
二
丁
目
一
の

二

居
宅
介
護
支
援

事
業
所
城
西

弘
前
市
大
字
茜

町
二
丁
目
一
の

一
八

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字
三

和
字
上
恋
塚
一

九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字
茜

町
二
丁
目
一
の

二

居
宅
介
護
支
援

事
業
所
お
の
え

平
川
市
中
佐
渡

上
石
田
三
六
の

一

〃

� �



� �

青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

藤
崎
町

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

空
中
写
真
測
量)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

南
津
軽
郡
藤
崎
町

北
津
軽
郡
板
柳
町

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
伊
藤
鉱
業

二

代
表
者
の
氏
名

増
田

教
正

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
若
竹
一
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
四)

第
一
二
八
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

青 森 県 報平成24年12月17日 月曜日 第3630号�

変
更
前

弘
前
市
大
字
三

和
字
上
恋
塚
一

九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字
茜

町
二
丁
目
一
の

二

在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
白
神

荘

中
津
軽
郡
西
目

屋
村
大
字
田
代

字
稲
元
一
四
三

の
二

〃

変
更
前

弘
前
市
大
字
三

和
字
上
恋
塚
一

九

変
更
後

〃

弘
前
市
大
字
茜

町
二
丁
目
一
の

二

在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
い
た

や
荘

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
辻
字
岸

田
六
六

〃

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

五
所
川
原
市
十
三
通
行
道
番
外
地

小
倉

勇
斗

五
所
川
原
市
十
三
深
津
二
五
四

豊
島

心
一

十
三
区
域

十
三
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

底
建
網
漁
業

� �



� �

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

宝
来
工
業

二

氏
名

坂
本

秀
之

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
新
町
五
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
六
〇
〇
一
四
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

青 森 県 報平成24年12月17日 月曜日 第3630号 �� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


